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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 73） 

 

日本医師会より、標記に関して、令和４年７月２８日付事務連絡で、診療報酬の取扱い

が示されたとの連絡がありました。今回の事務連絡においては、 

①診療・検査医療機関において外来受診前に配布された抗原定性検査キット等を用いて患

者自身が検査を実施し、検査結果を持参した場合で、当該検査結果に基づき保険医療機

関において医師が診療を行い、基本診療料等を算定する場合、「検体検査実施料」及び

「検体検査判断料」は算定できない。 

②都道府県等から無償譲渡された抗原定性検査キットを用いて、診療・検査医療機関にお

いて医師が必要と判断し、検査を実施した場合、「検体検査実施料」及び「検体検査判

断料」は算定できる。 

【②について、大阪府感染症対策企画課に確認いたしましたところ、大阪府から無償譲渡

される抗原定性検査キットの譲渡時期、使用用途等については現時点で未定であり、決

まり次第、大阪府より連絡するとのことです。】 

－との取扱いが示されております。 

 

つきましては、誠にお手数ではございますが、貴会会員へご周知賜りますようお願い  

申し上げます。 

記 

 

◇令和４年７月２８日付厚生労働省保険局医療課事務連絡 

問１ SARS-CoV-2 抗原検出（定性）について、「発熱外来における抗原定性検査キットの

配布等について」（令和４年７月 21 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進

本部事務連絡。以下「７月 21 日事務連絡」という。）において、診療・検査医療機関

において外来受診前に抗原定性検査キットを配布する体制について示されているが、 

当該検査キット等を用いて患者自身が検査を実施し、検査結果を持参した場合であっ

て、当該検査結果に基づき保険医療機関において医師が診療を行い、基本診療料等を算

定する場合、検体検査実施料及び検体検査判断料は算定できるか。 

 



（答）いずれも算定できない。 

 

問２ SARS-CoV-2 抗原検出（定性）について、７月 21 日事務連絡において、都道府県等

から無償譲渡された抗原定性検査キットを用いて、診療・検査医療機関において医師が

必要と判断し、検査を実施した場合、検体検査実施料及び検体検査判断料は算定できる

か。 

 

（答）「疑義解釈資料の送付について（その 91）」（令和４年２月３日厚生労働省保険局

医療課事務連絡）のとおり、算定して差し支えない。 

 

＜参考＞「疑義解釈資料の送付について（その 91）」（令和４年２月３日厚生労働省保険

局医療課事務連絡）（抄） 

 

問１ SARS-CoV-2 核酸検出や SARS-CoV-2 抗原検出について、都道府県等から無償譲渡さ   

れた検査キット等を用いた場合であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は検査

料を算定できるか。 

 

（答）都道府県等から無償譲渡された検査キット等を用いた場合であっても、医師が必要

と判断し、実施した場合は算定して差し支えない。 
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